
 

決算書掲載頁　299・301・303・305

高額療養費を支給する事により被保険者の負担を軽減する。
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細事業：退職被保険者等高額療養費                                

１．退職被保険者等高額療養費 

   

  近年の医療水準の向上に伴い、医療費が高額化していることにより、退職被保険者等の療養にかかる自己負担

が過重なものとなっていることから、その自己負担を軽減するため、高額療養費を支給した。 

 

 支給件数 支給額 

高額療養費 ７３０件 ６６，９５９，８０９円 

高額介護合算療養費 １件 ５４円 

合 計 ７３１件 ６６，９５９，８６３円 

 

  

(1) 限度額適用認定証 

退職被保険者等の高額療養費について、現物給付化を行う限度額適用認定証を交付した。また、交付の

条件である「保険料完納」のＰＲに努めた。 

 

上位所得者世帯 一般世帯 市民税非課税世帯 合 計 

１件 ６７件 ２７件 ９５件 

 

 

 


